
「大きな声、大きな力で」日本の動物福祉の向上を
新規会員登録が完了すると、最初に5回シリーズのメールマ
ガジン、そして月に一度、動物福祉の現況、イベントやセミナ
ーなどの活動予定のメールマガジンが配信されます。メール
アドレスをお持ちでない会員様には、6か月に一度、会報誌が
郵送されます。

賛助会員申込み用紙に必要事項をご記入いただき
FAXか郵送でお送りください。FAXか郵送の場合、
会費のご入金はお振込みのみとなります。

Evaホームページの「支援する」から、個人or法人、
賛助会員になるor寄附をするをお選びいただき、
必要事項をご入力の上、送信してください。
URL:http://www.eva.or. jp/support/

年間費（5,000円～）   月間費（1,000円～）

年間費（30,000円～）   月間費（10,000円～）

随時任意の御金額で

京都支店  普通  0342029
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りそな銀行

池尻大橋支店  普通  1132425
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みずほ銀行

口座番号 00120-3-264894
加入者名 公益財団法人動物環境・福祉協会Eva

郵便振替

申込年月日、お名前、ご住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス
会員種別、振込額、ご寄附の場合は、寄附金額を振込用紙の通信
欄にご記入ください。

税制優遇について
公益財団法人動物環境・福祉協会Evaは、内閣府より「公益財団法人」
の認定を受けているため、当協会へのご寄附は所得税（個人）、法人
税（法人）の税制優遇が受けられます。寄附金控除を受けるためには
確定申告が必要です。当協会が発行する「寄附金領収書」を添付し税
務署に申告してください。、1年間（1月～12月）に合計2千円以上の方
には、翌年の1月末頃から協会から自動的に送付します。なお勤務先
などで実施される年末調整では寄附金控除を受けることはできませ
んのでご注意ください。（所得税法施行令第217条第1項第3号）

〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町15-10 
ロイヤルパレス渋谷204

財産を寄附する  ～動物たちへ財産のご寄附をお考えの方へ～
ご自身、または故人の大切な財産を、公益財団法人動物環境・福祉協
会Evaにご寄附いただくことで、動物福祉の向上に向けた支援につな
げられます。当協会へのご寄附は、一定の条件を満たすことで相続税
がかかりません。ぜひご検討ください。
URL:http://www.eva.or. jp/devise/

募金箱の設置でEvaを支援
「動物たちのためにEvaの募金箱を置きたい！」という皆さまからのお
声を受けて、Eva募金箱を作りました。お店や、会社、施設など、常設で
Eva募金箱を置いてご協力してくださる店舗・団体を募集いたします。
皆さまからいただいた募金は、その全額を、動物たちのために使わ
せていただきます。
URL:http://www.eva.or.jp/support/collectionbox/
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